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＜自著紹介＞  

 

景井  充・杉野  幹人・中村  正  共著  

『 “教育から学習への転換”のその先へ   

――“Unlearning”を焦点に大学教育を構想する  』（文理閣）  

 

景井  充  

 

 

本書は、2016 年 3 月に開催された大

学コンソーシアム京都の FD フォーラムで

の分科会報告を一書に仕立てたもので

す。分科会は「「教育から学習へ」のパラ

ダ イ ム ・ チ ェ ン ジ と FD ― ―  ＜

Unlearn ing＞を焦点に」と題し、時代的

状況に照 らして、「学 習の転換 」こそが

今後の大学教育改革における主要テー

マとならねばならないこと、Unlearning と

いう学習技法は実社会での有用性や大

学院での教育実践に照らしてそれに貢

献し得ると考えられること、主としてこれら

2 点を提案することが趣旨でした。ここで

は、私たちの問題意識を記して、ご紹介

に代えたいと思います。  

さて、上掲のパラダイム・チェンジが世

界的に大学教育の課題 とされる中で、

大学における教育を、中等教育とは方

法や内容において異質なものとして、そ

してより有意義なものとして構想し実践

するために、新たにいくつかの要素を意

図的に組み込む必要があると思われま

す。Unlearning はそのひとつであり得ると、

筆者三名は考えているものです。当たり

前のことですが、私たちが専門教育を標

榜し、専門知を教授しながら、しかし学

生側が中学生や高校生と同じような勉

強の仕方を続けているようでは、大学で

の学びとは言えないと思 うわけです。成

績優秀者が必ずしも大学レベルの学習

者として成熟しているわけでないことは、

一般的に、そしてわが産社においても、

皆さんよくご承知の通りです。  

加えて、学生たちが 20 歳前後という、

人が成長していくうえで重要な時期にあ

る中で、大学は学術的専門知を教授す

ることが教育ですとだけ言って社会的是
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認や評価が得られるとも思えません。本

学は「学びと成長」という学是を謳い、そ

の具体像として「学びの立命館モデル」

を掲げていますが、こうした発達論的理

念は大変重要で、本学のレゾン・デート

ルを内外に示 したものだと思いますし、

世の中に向かって大いに誇るべき教育

課題設定だと思います。そのうえで、「学

べば人は自然に成長するものだ」といっ

た楽 観 主 義 に立 つのではなく、 「人 の

“成長”を実現する“学び”とはいかなるも

のか」という問題意識を厳しく持つべきだ

と、私は思います。  

そうした観点から、学生たちがこれから

生きていく社会の状況を想定して、広い

意味での「創造性」を訓練する機会を今

後の大学教育は明示的に提供する必

要があると、考えた次第です。「創造性」

は、あればよい能力ではなく、今後は必

須の知的・精神的資質になると思います。

そうした資質や能力を獲得するためには、

学生たちに受動的な学習スタイルを離

れ、無責任に「正解 」に依存するのでは

なく、当事者として「最適解」を創造すべ

く積極的に右往左往する学びのあり方

に転換 してもらう必要があります。右往

左往の中でしか創造性は開発されない

からです。図書館に籠るにせよ、フィール

ドワークを重ねるにせよ、「あーでもない、

こーでもない」という主体的な右往左往

（試行錯誤はそのひとつのカタチですね）

の中に身を置くことでしか、現実的な創

造性は育まれません。私たちの目の前に

いる学生たちにとっては、私たち以上に、

そうした創造的な活動を展開できるよう

になることこそが、人が成長するということ

の重要な要素になるのではないかと思い

ます。  

ニコライ・ハルトマンというドイツ人哲学

者がいますが、この人は「哲学は問題史

である」ということを強調した人でした。こ

の言葉には、完成された理論体系を「正

解 」として思考停止するのではなく、むし

ろその理論体系を生み出した、哲学者

と問題 との真剣な格闘をこそ学べという

メッセージが込められていると思 うのです

が、そうした知的態度を訓練することこそ、

これからの混沌 とした時代を生 きていく

若者にとってとても重要なものになると、

思うのです。従来の伝統主義的な“先回

り型教育 ”はそうした創造性を獲得する

可能性を摘んでしまうことすら少なくなか

ったのではないかと思います。今後 “先

回り型教育”が失効していく中で、「学習」

という活動のあり方が、個人的にも社会

的にも、極めて重要な事柄になるはずで

すし、そうでなければならないと思います。

本書の中では「ラーニング・イノベーショ

ン」という言葉を造語して使っていますが、

Unlearn ing はそれを実現するための重

要な知的 ・精神的技法と位置付けてい

るところです。  

とはいえ、日本の教育は Unlearning

を知らないわけではありません。むしろ教

育活動の重要な要素としてきています。

たとえば、ゼミなどでの報告に対して厳し
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い批判を貰い、自分の勝手な思い込み

や視野の狭さなどを思い知らされ、それ

と時には涙の別れをするといったプロセス

は、私たちも多かれ少なかれ経験してき

ていることですし、日本人が長い歴史の

中で開発してきた Unlearning の技法だ

と思います。それまで当然だと思ってい

た考え方から人を引き剥がすことを狙っ

た技法ですね。そうやって人をいったん

“徒手空拳 ”の状態に差し戻して、「さあ、

どうする！？」と迫る形で、「学習者 」とし

て自立させていくと、そういう技法です。

私も散々そうした経験をしてきましたので、

この技法自体の価値を認めるにやぶさ

かではないのですが、問題なのは、こうし

た“徒手空拳 ”化が、教育者が先回りし

て用意している「正解 」に学習者を誘導

する、あるいはもっと強い場合には権威

主義的に「正解」を注入するための空白

を作る技法としても、往々にして使われて

きたということです。一部の企業研修や

自己啓発セミナーではそうしたかたちで

この技法が現在も“活用 ”されていること

は、ご承知の通 りです。伝統主義社会

においては“先回り型教育 ”が可能かつ

有効ですが、先例や伝統が失効してい

く中ではそれは不可能ですし、場合によ

っては有害ですらありましょう。  

そうした“先回り型教育”に回収しない

形で、“徒手空拳”化と積極的な右往左

往をオープンかつ創造的な学習活動の

技法として再定位したいわけです。  

学部改革案にまとめられている「さんしゃ

流アクティブラーニング」の特徴的な内

容規定と、それほど遠くないことを考えて

いるつもりでいるのですが、さて、いかが

でしょう？  

最後になりましたが、本書を世に出す

機会を与えて下さった産業社会学会と

その出版助成（2018 年度）に対し、深く

謝意を表します。  

 

【翻訳書】   

ベリンダ・ウィートン著 /市井吉興・松島剛史・杉浦愛  監訳  

『サーフィン・スケートボード・パルクール：  

ライフスタイルスポーツの文化と政治』（ナカニシヤ出版）  

 

市井  吉興  

 

本 書 は 、 Bel inda Wheaton, The 

Cultura l Pol it ics of  L i festy le Sports ,  

(London, Rout ledge, 2013)の全訳であ

る。英文のタイトルをそのまま訳すと『ライ

フスタイルスポーツの文化政治学』となる

が、本書に収録されているケーススタディ

の対象となったそれぞれのスポーツをタイ

トルに入れるとともに、本書の要点を伝え
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やすくするために『サーフィン・スケートボ

ード・パルクール：ライフスタイルスポーツ

の文化と政治』とした。  

さて、本書 Chapter１に「今、なぜこの

本を出版するのか？」というタイトルがあ

るが、このタイトルは私たち訳者に対する

問いかけでもある。なぜ、私たちはウィー

トン氏 の著作 を今 、翻 訳 し出版するの

か？この問いに対するひとつの回答が、

2020 年に開催される東京オリンピックと

関係している。  

2016 年 8 月 3 日（現地時間）にリオ

デジャネイロで開催された国際オリンピッ

ク委員会総会において、公益財団法人

東京オリンピック・パラリンピック競技大

会組織委員会が提案していた 2020 年

東京オリンピックでの追加種目 （ 5 競技

18 種目）の採択が正式に決定した。この

とき、世界的にも若者に人気があるスケ

ートボード、サーフィン、スポーツクライミン

グが初めて採用されたが、多くの日本の

人々にとっては、過去のオリンピックにお

いてメダルを獲得してきた野球 （男子 ）と

ソフトボール（女子 ）の復活に、期するも

のを見出したようである。その一方で、採

用されたスケートボード、サーフィン、スポ

ーツクライミングは、「オリンピックには採

用されたけど、これらはスポーツなのか？」

という疑問を人々に突き付けたのではな

いだろうか。  

たしかに、採用が決まってから、スケー

トボード、サーフィン、スポーツクライミング

に携わるトップアスリートたちのメディアへ

の露出は増え、人々の認知度は高まっ

てきている。しかし、ライフスタイルスポー

ツに分類される競技に投げかけられる「こ

れって、本当にスポーツなんですか？」、

「これらのスポーツが個人のレベルにとど

まらず、人々や社会にどのような影響を

与えるのか？」という疑問に対する解答

は、これから検討していかなければならな

い。まさに、この疑問に解答を与えていく

うえで道標となる先行研究が、本書にほ

かならない。  

ウィートン氏は本書において、ライフス

タイルスポーツを分析する理論フレーム

の提示もさることながら、徹底したケース

スタディを通じて、ライフスタイルスポーツ

の誕生、発展、受容のプロセスにおいて

「若者 」、「高齢者 」、「ジェンダー」、「人

種 」の周辺で生じるカルチュラルポリティ

クスに焦点を当て、そこに現象するスポ

ーツの支配的イデオロギーとのコンフリク

トを描き出している。  

本書が取り上げる、サーフィン、スケー

トボード、パルクールという新しいスポーツ

は、現在、競技スポーツとして制度化さ

れる途上にある。しかし、その途上におい

て、それぞれのアクティビティをめぐる政

治力学が存在し、その一例として、競技

スポーツ化の方向性を否定的に捉える

動向もある。ウィートン氏は、新 しいスポ

ーツの誕生と発展に、文化のなかに働く

微細な差別や偏見を読みとり、対抗的

な実践を含めてこれをヘゲモニー闘争と

して描き出し、社会全体の差別構造や
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マクロなアイデンティティ・ポリティクスと結

びつけて分析する。今日 、グローバリゼ

ーションのもとで進行するライフスタイル

の変容を背景に、豊かな生活の創造や

アイデンティティ形成にとって重要な役

割を持つスポーツのあり方が問われてい

るからこそ、本書の意義は大きいと思わ

れる。  

来年、2020 年には東京オリンピック・

パラリンピックが開催されるが、このことは

日本とアジアでのライフスタイルスポーツ

の発展に大きなインパクトを与えることが

予測できる。たしかに、これまでにも、日

本を含むアジアのライフスタイルスポーツ

の発展に焦点を当てた研究が行われて

きた。しかし、現時点では、日本における

ライフスタイルスポーツ研究は黎明期に

あり、スポーツ研究を越えた幅広い分野

への影響を与えるまでに至っていない。   

それゆえに、本書を翻訳し、出版する

ことは、西欧中心のパースペクティブで

進められてきたライフスタイルスポーツ研

究、また、オリンピックへのライフスタイル

スポーツの「取り込み」をめぐる解釈に対

して、日本の研究者のコンテクストや文

化的な経験を交えながら、再解釈 、再

検討する広範な議論を呼びかけることに

もなろう。     

翻 訳 作 業 を進 め るに あたって 、各

Chapter の担当は次のように分担した。

Chapter1 市井吉興、Chapter2 青木光

秀、Chapter3 松島剛史、Chapter4 藤

本 ヨ シ タ カ 、 Chapter5 佐 藤 彰 宣 、

Chapter6 杉浦愛、Chapter7 小川実紗、

Chapter8 藤本ヨシタカ、Chapter9 三谷

舜、Chapter10 市井吉興となっている。

担当者の名前を見て気づかれたかもし

れないが、翻訳 メンバーは産業社会学

部、社会学研究科で働き、研究をし、巣

立った者たちによって構成されている。  

最後に、本書は、 2018 年度立命館

大学産業社会学会出版助成をうけて出

版された。出版助成金の採択にあたり、

さまざまな労を取 ってくださった立命館

大学産業社会学部の教職員の方々に

も、記して感謝の意を表したい。

翻訳書とそれを手に取る著者ベリンダ・ウィートン氏（ワイカト大学准教授）  
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田部絢子・髙橋智著  

『発達障害等の子どもの食の困難と発達支援』（風間書房） 

 

田部  絢子  

 

筆者らは 2012 年 4 月より発達障

害児の抱える「食の困難」の実態と

発達支援に関する実証的研究に取り

組んできたが、その研究成果を田部

絢子・髙橋智『発達障害等の子ども  

 

の食の困難と発達支援』風間書房（全

358 頁、2019 年 2 月刊行）にまとめ

た。  

本書は、発達障害当事者（小中高

校の児童生徒～成人）、保護者、特別

支援学校・学級等の教師、管理栄養

士等の学校栄養職員への質問紙法・

面接法調査を通して、発達障害当事

者と保護者の食の困難の実態、支援

ニーズと学校の支援実態を実証的に

解明した日本で最初の学術書である。

これらの調査研究の成果をまとめた

本書『発達障害等の子どもの食の困

難と発達支援』は、序章・終章およ

び本論 6 章の合計 8 章から構成され

ている。

**************************************************************************  

序  章  研究の課題と方法  

第１章  発達障害等の子どもの食の困難と支援に関する研究動向  

第２章  高校生以上の発達障害当事者調査からみた食の困難の実態と支援ニーズ  

第３章  学齢期を含む発達障害の当事者調査からみた食の困難の実態と支援ニーズ  

第４章  発達障害等の子どもの保護者調査からみた食の困難の実態と支援ニーズ  

第５章  特別支援学校・学級等の教師調査からみた発達障害等の子どもの食の困難

の実態と支援の課題     

第６章  特別支援学校等の学校栄養職員調査からみた発達障害等の子どもの食の困

難の実態と支援の課題  

終  章  研究の総括と課題  

資  料  文献・各種質問紙調査票  
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本書の刊行に際し、2018 年度産業

社会学会学術図書出版助成をいただ

いたことに記して感謝申し上げる。  

発達障害等の子どもが有する困難

は、社会性やコミュニケーション、

限定的興味などを取り上げられるこ

とが多いが、その背景には感覚過敏・

低反応や自律神経系・免疫・代謝の

脆弱・不全に伴う各種の身体症状等

の身体感覚問題、周囲の無理解・厳

しい躾・叱責・いじめ・被虐待等に

伴う「不安・恐怖・緊張・抑うつ・ス

トレス」等が大きな影響を与えてい

ることが徐々に明らかになっている。

そのことは例えば、発達障害等の子

どもには摂食機能に病理的問題がな

いにもかかわらず、多様な食の困難

が目立つが、それらと発達障害等の

子どもの多くが有する身体感覚問題

や不安・ストレスとの関係が注目さ

れ始めている。  

近年、数多く出版されている発達

障害当事者の手記には多彩な「食の

困難」に関する記述もみられる。ニ

キ・リンコ／藤家寛子（ 2004）は「ト

マトやピーマンのように単色のもの

は気持ち悪くて食べられない」「形が

違ったり、いびつだと気持ち悪くて

食べられない」と色や形などに対す

る視覚の過敏を記述し、ケネス・ホ

ール（ 2001）は「ほとんどの食べ物

はひどい舌触り」と食感の過敏から

食べられないと述べている。グニラ・

ガーランド（ 2000）は「歯がひどく

過敏だった」「顎のコントロールが上

手くいかず、顎を動かすのは重労働

だった」と、咀嚼や嚥下の問題が原

因で、「何でも丸飲みし、ミルクで流

し込んだ」と語っている。  

国内外の「発達障害等の子どもと

食の困難」に関する研究動向を概観

すると、近年ようやく「自閉症スペ

クトラム障害と食物選択性（偏食）」

の問題に関心が向けられ始め、「食物

選択性（偏食）」の背景として感覚過

敏性が指摘されていること、「食物選

択性（偏食）」が家庭・保護者の大き

なストレスとなっていることなどが

示されている。しかし、発達障害の

子どもの摂食障害や食生活の困難は

ほとんど知られていないのが現状で

あり、支援の可能性を拡げるために

更なる研究の必要性を指摘されてい

る（ Spek AA.： 2015）。  

「食べる」行為は自己の体内に「食

物＝異物」を直接的に受け入れるこ

とであり、本来、不安・緊張等を伴

いやすい営みである。加えて新奇恐

怖性、感覚過敏等を有する発達障害

等の子どもには、まさに不安・緊張・

ストレス等を強める行為となりやす

く、それによって拒否反応が強まっ

た結果、限定された食嗜好や極度の

拒絶などの偏食として表れていると

も推定される。  

それゆえに「食べる」ことの基本
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には「安心・安全・信頼」が不可欠

であり、「安心・安全・信頼」を築く

ためには丁寧な関わりが必要であり、

その上で改善に向けた対応や支援を

行うことが大切である。食べさせた

い側の意思を優先する関わりでは状

況を改善できないばかりか、悪化さ

せてしまいかねないことは文部科学

省（ 2019）「食に関する指導の手引き

―第 2 次改訂版―」においても指摘

されている。    

本書収載の各種調査を通して、発

達障害当事者は食に関する特異的困

難さと支援ニーズを有することが把

握でき、その表出状態には不安・緊

張・恐怖・ストレス等が大きく影響

していた。当事者からすると、過去

に摂食経験があり「安心・安全・信

頼」な食べ物として判断したものを

選択しているにもかかわらず、周囲

からは「偏食」と否定的に捉えられ

ているのである。  

さらに、食の困難が保護者の育児

不安・ストレスを強めていることが

示され、食の困難を有する親子を孤

立させない早期支援システムの構築

は緊要の課題であった。一方、学校

における発達障害等の子どもの食の

困難・支援ニーズへの理解・対応は

きわめて不十分であり、養成課程や

研修において専門性が構築できるよ

うな改善が求められている。  

本研究では「子どもの声を傾聴し、

読み解きながら支援のあり方を検討

する」「本人のことは当事者本人に聞

くのが一番の理解と支援」という視

点と「当事者調査」という研究方法

を採用している。当事者の支援ニー

ズと周囲の理解・支援におけるミス

マッチ・パターナリズムをなくして

いくためには、当事者から困難や支

援ニーズを丁寧に傾聴し、具体的な

支援のあり方を当事者とともに究明

していくことが肝要である。そのこ

とが当事者に安心を与え、エンパワ

メントしながらの支援となるのであ

る。  

 なお、本書の研究成果をベースと

したフォーラム「発達障害の食の困

難と発達支援―本人・保護者を交え

て考える―」が 2019 年 8 月 2 日に

東京学芸大学において開催され、約

130 名の参加者があった。その様子

は、  

①「食べられない」にどう向き合う

か「子どもたちの育ちを信じて」発

達障害と偏食、『毎日新聞』 2019 年

8 月 25 日付  

https:/ /mainichi .jp /articles/201908

25/k00/00m/040/017000c、  

②発達障害の食の困難でフォーラム  

「適切な発達支援を」、『教育新聞』

2019 年 8 月 2 日付  

https:/ /www.kyobun.co.jp/news/20

190802_05/等で紹介されている。
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＜学外研究報告＞  

 

“Calexit”? 

                       日暮  雅夫  

 

私は、 2018 年 8 月から 2019 年 3

月まで、カリフォルニア大学バーク

レー校の「批判理論プログラム」で

学外研究を行ってきた。カリフォル

ニアに滞在したのは初めてだったが、

まず驚かされたのは、気候の良さで

ある。8 月 20 日ころ到着して、突き

抜けるような青い晴天が続き、 3 か

月間全く雨が降らなかった。湿度も

高くなく、蚊もいず、温度もせいぜ

い 25 度までだった。（ただしこの快

晴の長さは実は不自然なもので、 11

月に山火事を引き起こした。）  

 このような気候のせいもあるのだ

ろう、ここで会う人々はみな柔和に

感じられた。 5 年前に滞在した殺気

立ったニューヨークとは大違いであ

る。また、元はメキシコ領だったと

いう歴史のせいもあって、ヒスパニ

ック系、アジア系の住民も多く、非

常に多様性に富み、ヨーロッパ系、

アフリカ系の住民たちと仲良く共存

しているように感じたられた。  

 カリフォルニア大学バークレー校

は州立大学であり、全体として高学

費であるにせよ、奨学金に頼らなけ

ればならない層も受け入れている。

各国からの多様な留学生を受け入れ

ているのも特徴の一つだろう。1968

年の学生運動の発祥地の一つであり、

学風はリベラルか、場合によっては

ラディカルなので知られている。私

の滞在した「批判理論プログラム」

も、現代社会を批判する批判理論の

教授たちがひしめき合っていたと言

えるだろう。このような大学は、当

然、反トランプ運動のメッカであり、

トランプも補助金削減をちらつかせ

て大学を脅したりしている。  

 “Calexit”という語はこちらに来

て初めて聞いたもので、“Brexit”が

“British”と“ Exit(離脱 )”とを合成

してイギリスの EU 離脱を示すのに

ならって、トランプ政権登場後、カ

リフォルニア州がアメリカ合衆国か

ら離脱する、という意味である。も

ちろん、いくら地方自治が徹底して

州の独立性があるにせよ (例えば国

以外に州の運転免許証がなければカ

リフォルニア州では運転できない )、

この用語はジョークの一つとして浸

透しているだけだが、そのくらいバ
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ークレーは批判力に富んでいること

を示していよう。  

 私の実質的な受け入れ先は、歴史

学部の名誉教授マーティン・ジェイ

さんであった。ジェイさんは非常に

気さくな方で、何度も研究室で議論

に応じてくれた。また、いろいろキ

ャンパス内を案内してくれて、60 年

代の「フリー・スピーチ運動」発祥

の地の喫茶店を教えてくれたりした。

ジェイさんとは、アメリカ批判理論

の新自由主義批判に関する著作を共

編したので、現在翻訳中である。  

 また政治学部のウェンディ・ブラ

ウン教授の政治思想講義に出席し、

研究室でもお話を伺うことができた。

私が「批判理論は新自由主義批判が

できなければ生き残れない」と言っ

たら、「まったく同感です」と言って

いた。それ以外にも歴史学部のアン

ドリュー・バーシェイ教授の第二次

大戦に関する講義に出席し、研究室

にも伺った。バーシェイさんの和訳

されている著作『近代日本の社会科

学』（NTT 出版、 2007 年）の日本の

近代主義理解からは多くを教えられ

た。  

 生活面では、大学付属の巨大な国

際的な寮「インターナショナルハウ

ス」に入ることができた。食事込み

個室（シャワー・トイレ別）の家賃

が月平均 25 万円とは安くはなかっ

たが、三食その食堂で食べられたの

は快適だった。ここでは 600 人の世

界各国から来た男女の学生・院生・

客員研究員が暮らしており、英語で

彼らと話すのも、たいへんな反面、

非常に楽しい息抜きの時間だった。

毎日のように、国別の催し物が企画

されており、「ジャパニーズ・コーヒ

ー・タイム」の時には、私も日本の

留学生たちといっしょにお握りを作

ってふるまったりした。その時は、

鍋で米を炊き硬かったので途中で水

を加えてふやかしたりするレベルで、

一体各国からきた皆さんが食べてく

れるのだろうか、と心配したが、実

際はまたたくまになくなった。その

時の、まるで自分の存在が認められ

たかのような嬉しさは、忘れられな

い。  

 さて、政治社会状況に目を向けれ

ば、トランプ政権による「分断」が

広がっていた。富裕層と貧困層、白

人と多様なエスニシティとの間の分

断であり、不法滞在移民に対しても

厳しい政策が取られていた。そうい

ったなかで、最高裁判事にブレッド・

カバノー氏が指名されて保守派に有

利な最高裁が実現するとあって、さ

まざまな反対運動が起きた。10 月に

バークレー校でそれに反対するデモ

が組織されたのも、そのひとつであ

る。結果的にカバノー氏は判事に就

任したが、11 月に投票されたアメリ

カ中間選挙に影響したと言われてい
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る。  

 その結果は、共和党が予想通り上

院の過半数を維持したものの、下院

では民主党が過半数を奪還した。こ

の選挙では、過去最多の 101 人の女

性議員、二人の初のイスラム教徒の

女性議員、二人の初の先住民族の女

性議員、初めて同性愛者であること

を公表した知事が誕生した。都市部

の女性票が伸び、ジェンダー・人種・

エスニシティ・宗教のマイノリティ

が躍進し、多様性を目に見えるもの

とする結果をもたらしたと言えよう。

来年 11 月の大統領選に向けて、現在

のアメリカの政治状況は、目を離せ

ない。現在のトランプ政権の新自由

主義的政策からの「Exit（出口）」は

どこにあるのだろうか？  

最後になりますが、このような学

外研究の機会を与えて下さった学部

の皆様に心よりお礼申し上げます。  

 

 

学外研究を終えて  

石田  智巳  

 

この原稿を書くにあたり，過去の

学外研究を終えた方の文章を参考に

しようと思って，依頼文に添付され

ていた文章を見て驚いた。今から 5

年前の日付がついていたのであるが，

今回私と一緒に学外研究をされた方

の文章があったからだ。同じ時期に

赴任したその先生も隣の研究室の先

生も，今回学外研究に行かれたので

あるが，彼らは 2 回目で私は 1 回目

だった。  

さて，私はドメスティックな研究

をしていたため，海外に知り合いが

おらず，そのためどこに行っていい

のかわからない状態で，お世話にな

る大学と先生を探すところからのス

タートだった。最初に相談したのは，

反対隣の中西純司先生であった。中

西先生はサンディエゴとロングビー

チというカリフォルニアの大学と連

携したプログラムを動かしていたか

らだ。結局，カリフォルニア州立大

学ロングビーチ校にあるキネシオロ

ジーという学科に日本人の先生がお

られて，その方に仲介してもらって，

お世話になることになった。それで

も決まるまでは大変で，佐藤詩恵先

生に相談したり，金山勉先生に推薦

状を書いてもらったり，FaceTime で

面接を受けたりして，なんとか招聘

状をいただいて，J1 ビザをとること

ができた。  

向こうでは，トーランス市という

ロサンゼルスでは唯一の日本人学校
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のある場所に住んだのだが，そこは

トヨタやホンダの工場があったこと

もあり，日本人が多く住んでおり，

日系のスーパーやレストランもあり，

生活には困らないところであった。

ただ，アメリカはインフレが続いて

いて，外食は高いので，外で食べる

ことは 1 週間に 1 度あるかないかと

いう程度であった。例を挙げると，

日本ではラーメンは高くても 800 円

出せば食べられる。ところが向こう

では 11 ドルぐらいは普通で，それに

税金とチップとで 13 ドル 50 ぐらい

になる。これは日本円だと 1500 円

程度。アメリカ人はそれに加えて丼

物やトッピングをするので，2000 円

ぐらいは普通。昨年の 11 月にアメリ

カのアマゾンが最低賃金を 15 ドル

にした。日本の最低賃金平均が 800

円なので，ちょうどラーメン 1 杯の

値段の違いだということがわかる。

ただ外食は高いが，スーパーの特売

だとニューヨークステーキが 1 ポン

ド 5 ドル弱で売られている。ざっく

りいえば 100 グラム 1 ドル。そして，

間違いなく旨い。だから，ステーキ

はよく食べた。  

研究の話に移りたい。私はナラテ

ィヴ・アプローチに興味があり，今

はとりわけ教師が書く教育実践記録

が，研究会（報告会）を経て書き換

えられていくことに焦点を当てて研

究している。しかしながら，さすが

にそこまでは踏み込めないので，日

本 と ア メ リ カ の 教 師 や 子 ど も の 体

育・スポーツ観の違いをインタビュ

ー調査で明らかにしようと思ってい

た。単純にいえば，語りにどんな特

徴があるのかである。しかし，アメ

リカに行って打ちのめされたのは，

しゃべっている言葉が全然わからな

いということだ。日本にいたら，英

語でアナウンスがあったりしてもほ

ぼ意味がわかる。TOEIC のリスニン

グ問題もある程度答えられる。しか

し，アメリカ人の英語は最初全然わ

からなかった。特に子どもにしゃべ

りかけられると困った。ただ，ある

ときにスラングも含めて習ったこと

のない英語をしゃべっていることに

気づいた。それらが習っていない言

葉だと気づけただけでもよかったが。

そこで，とりあえずアメリカの体育

について学ぶことに集中した。  

アメリカの場合，自治の基本は州

にあるので，カリフォルニアのある

いはロングビーチ周辺の小中学校の

様子を見たに過ぎない。しかし，か

なりのカルチャーショックだった。

知り合いの中には，アメリカの体育

は「遅れている」，「最低」という人

もいたが，日本と比較してはダメで，

アメリカにはアメリカの事情があっ

て，体育授業もその事情から導き出

されていると考えるべきであった。

日本の体育授業では，最初に準備運
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動（体操）をやって，その後，バス

ケットボールだとか，マット運動だ

とかの活動を行って終わるのが一般

的だ。中学校だと，補強運動が入っ

たりする。ところが，私が見た体育

授業の例でいえば，体操ではなく動

的，静的なストレッチ，補強運動，

ランニングが最初にあって，そこか

らバレーボールのパス・トス・スパ

イクを 2 人で練習をする。その後，

フットボールやバスケットボールな

どに必要とされる状況判断能力を取

り出してゲーム化した活動（タスク

ゲーム）を行って終わりというもの

だった。体力を高める運動（体力つ

くり）は徹底してやるが，スポーツ

はスキルだけでゲームそのものはし

ない。  

なぜそういう体育なのか考えてみ

ればすぐわかる。アメリカは世界№

1 のスポーツ大国であり，日本と違

ってスポーツは体育の枠で発展した

わけではない。さらに，アメリカは

世界№ 2 の肥満大国であり，日本以

上に二極化が進んでいる。町には至

る所にフィットネスジムと柔術やテ

コンドーなどのマーシャルアーツの

道場があり，スポーツの施設が充実

している。そして，アメリカはエビ

デンスの国であり，研究者たちはこ

の国の体育授業をよりよいものにす

るためのエビデンスを探すことに労

力を捧げる。だから，アメリカの体

育のナショナルスタンダードには，

「能力の高いものと低いものを一緒

にすると，後者のやる気がそがれる

ので伝統的なスポーツを教材にしな

い」だとか，「高校では，生涯スポー

ツにつながらない侵入型ゲームはや

らない」だとか，生徒にものすごく

配慮した内容になっているのだ。日

本とは方向性が違うのだが，行政の

役割と研究者の役割がはっきりして

いる。ここは学ぶ点が多かった。  

紙幅もつきてしまった。最後に，

先に名前を挙げた先生方にはもちろ

ん，このかけがえのない機会を与え

てくださった学部や専攻の先生方，

事務の方々に御礼申し上げます。  
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2020 が迫る東京で  

飯田  豊  

 

 2018 年度は 1 年間、出身校である

東京大学大学院情報学環に客員研究

員として受け入れていただき、オリ

ンピック／パラリンピックを 2 年後

に控えた東京を拠点として、研究活

動をおこないました。  

 研究課題は「メディア・イベント

概念の理論的再構築  ―歴史社会学

および比較文化学からのアプローチ」

です。「メディア・イベント」といえ

ば従来、通常のテレビ放送の編成が

変更され、特別枠で伝えられる大規

模な国民的行事を意味し、視聴者の

あいだに特別な連帯の感情を媒介す

る「マス・コミュニケーションの特

別な祭日」と捉えられてきました（D. 

Dayan と E. Katz による定義）。し

かし 21 世紀に入って、都市に遍在す

るスクリーンから手のひらのうえの

スマートフォンまで、さまざまな情

報技術が私たちの日常生活を取り囲

むようになって、メディア・イベン

トの受容経験は大きく変わってきま

した。たとえば、サッカーワールド

カップでは現在、パブリック・ビュ

ーイングのような集団視聴が定着し

ていますし、ソーシャルメディアを

通じて声援や野次がリアルタイムに

拡散するようになりました。  

 こ う し た 変 化 に 焦 点 を あ て て 、

2017 年 9 月には専門研究員の立石

祥子さんとの共編で、『現代メディ

ア・イベント論  ―パブリック・ビュ

ーイングからゲーム実況まで』（勁草

書房）という論文集を刊行しました。

この研究をさらに発展させていくに

あたって、2020 年の東京は格好の研

究対象となります。  

 

 とはいえ、まずは東京大学附属図

書館、国立国会図書館東京本館、国

立公文書館などの資料に当たるくら

いしか取っ掛かりがなかったのです

が、私にとって幸運だったのは、NTT

東日本からの委託で『 Technology×

Media Event』という小冊子の監修

を お こ な う 機 会 を 得 た こ と で す 。
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 こ の

小冊子は、 2018 年 10 月から 11 月

にかけて NTT InterCommunication 

Center（ ICC）で開催された特別展

「“感じる”インフラストラクチャー  

―共感と多様性の社会に向けて」で

無料配布され、会場ではこの内容に

関連するパネル展示も展開してくだ

さいました。『現代メディア・イベン

ト論』を読んでくださった NTT コミ

ュニケーション科学基礎研究所の渡

邊淳司さんからのお声がけで、 ICC

主任学芸員の畠中実さんも制作にお

力添えくださいました。  

 この小冊子を制作するにあたって、

お二方に長時間のインタビューを行

いました。1970 年の日本万国博覧会

（大阪万博）で日本電信電話公社の

電 気 通 信 館 の 展 示 構 想 を 手 掛 け 、

1998 年の長野冬季五輪では開会式

と閉会式の会場演出と映像監督を務

めた今野勉さん（テレビマンユニオ

ン最高顧問）と、2016 年のリオ五輪

の閉会式におけるフラッグハンドオ

ーバーセレモニーでチーフテクニカ

ルディレクターを務めたメディア・

アーティストの真鍋大度さん（ライ

ゾマチックリサーチ共同主宰）です。

小冊子には盛り込んでいませんが、

おふたりのお話しを比較することで、

メディア・イベント研究にとって重

要な歴史的知見を得ることができま

した。  

 これに関連して、10 月には ICC で

シンポジウムを企画し、そして今年

の 3 月には日本オリンピック・アカ

デミー（ JOA）からお声がけいただ

き、「 JOA 研究フォーラム」に登壇し

ました。こうした場をきっかけとし

て、オリンピックへの e スポーツ導

入に尽力されている方々、オリンピ

ック文化プログラムを手掛けている

美術関係者の方々などと知り合い、

それぞれの熱意や苦悩に直接触れる

ことができたのは大きな知的財産で

す。  

 そしてもうひとつ、学外研究中の

成果をご紹介しておきたいと思いま

す。茨城大学教授の高野公平さん、

東海大学教授の加島卓さんとの共編

で、2018 年 11 月、『現代文化への社

会学  ― 90 年代と「いま」を比較す

る』（北樹出版）を出版することがで

きました。高野さん、加島さんとは

大学院生だった頃からの研究仲間で、

2000 年代のなかばには東京大学の

吉見俊哉教授の主催する研究会でご

一 緒 し て い ま し た 。 本 書 の 企 画 は
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2014 年には動き始めていたものの、

なかなか思うように執筆や編集の作

業が進まないでいたのですが、昨年

度は大詰めの編集作業に集中するこ

とができ、刊行まで漕ぎ着けること

ができました。そしてこの本には、

本学部の富永京子さんにも社会運動

についてご寄稿いただいていて、 12

月には立命館生協ブックセンターで、

刊行記念の対談イベントをおこない

ました。  

 最後になりましたが、学外研究の

機会を与えてくださいました学部教

職員の皆様に、改めて御礼申し上げ

ます。  
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＜エッセイ＞  

 

大学教員の働き方改革とは：“勤務ではない研究”  

 

長谷川  千春  

 

 facebook でつながる友人から、

NHK ニュースウェブの URL がシェ

アされていました。題して、「“勤務

ではない研究”大学教員の働き方を

考える」（ 2019 年 8 月 20 日）。興味

をひかれ、早速、記事を拝読してみ

ました。  

 記事の概要は以下のようなもので

した。  

土日に職場に出てきて“勤務では

ない研究”を行う大学教員の働き方

について、労働基準監督署から、こ

うした働き方は違法であるとして是

正勧告を受ける大学が相次いでいる

そうです。“勤務ではない研究”とは、

土日等の休日や平日の夜間等に、大

学に申告せずに、大学に出勤して、

卒論の添削や論文執筆等の研究活動

を 行 っ て い る こ と を 指 し て い ま す

（卒論の添削を“勤務ではない研究”

とされるのはちょっと違和感があり

ますが）。島根大学は、2018 年 8 月、

松江労働基準監督署から、深夜・休

日の賃金の未払いがあったのは労働

基準法に違反するとして是正勧告を

受けました。「自主的な研鑽」であっ

ても「勤務」であり、深夜や休日の

「割増賃金」が支払われるべきだと

したのです。島根大学は裁量労働制

を導入しており、無制限の長時間労

働への対策として、午後 10 時から午

前 5 時までの時間帯や休日に勤務す

る際には、事前に学部長の許可を得

ること、この時間分の割増賃金を大

学が支払うこと、を取り決めていた

そうですが、「自主的な研鑽」はその

例外として許可の必要はないとして

いました。是正勧告を受けて、島根

大学は、ID カードでの出勤・退勤時

間の管理を導入、「自主的な研鑽」で

あっても事前許可が必要、と制度を

改めたそうです。  

全国の大学教員の働き方について

調査している黒田玲子氏（東京大学

環境安全本部）によると、“勤務では

ない研究”を行う理由として、一つ

に、教員の意識（労働者という認識

が薄い）、もう一つに、研究という仕

事の特殊性（通常の労働は、会社や

上司に命じられて行うが、研究に関

してはそうではない部分があり、定

義や線引きが困難。裁量が大きい）、
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を挙げていました。加えて、大学教

員の仕事は、「研究」、「教育」、「大学

の管理運営業務」、「社会貢献」の 4

つに大きく分けられますが、最近は

「研究」以外の仕事が多くなり、落

ち着いて研究しようとすれば土日に、

となってしまっている現状も指摘し

ていました。黒田氏は、労働当局・

大学・教員が、納得できる方法での

解決策を模索し、まずは大学の仕事・

労働とは何かを整理し、定義づける

ことを提言していました。ポイント

となるのは、教員の裁量を認めつつ、

長時間労働等によって健康を害する

こ と な い よ う 健 康 管 理 を 行 う こ と

（それにより、継続して研究成果を

出し続けられる働き方を考える）を

どう両立させるかということのよう

です。  

この記事を読んで考えさせられた

のは、大学教員の「仕事」は大学へ

の出退だけでは把握しきれないので

はないか、ということです。黒田氏

が整理するように、大学教員の仕事

は上記の 4 つに整理できそうですが、

それを行うのは大学という場に限り

ません。つまり、大学（研究室）以

外で行う「研究」（自宅等での論文執

筆等）や「教育」（帰宅後の授業準備

や学生の提出物の添削等）もあり、

これらも「仕事」と言えそうです。

立命館大学（法人）では、大学教員

の勤務時間管理について、2017 年度

に試験的に一部教員の勤務実態調査

（ 出 退 勤 時 間 の 教 員 に よ る 記 入 表

（Excel）の月 1 回の提出）を行って

いて、著者も半年間提出しました。

出退勤時間を正確に管理したことは

なかったのですが、記入してみると、

大学（研究室含む）での滞在時間が、

子どもの誕生を機に、非常に短くな

っていることが一層明らかとなりま

した。教授会等の会議や業務、授業

等の必ず大学に出勤しなければでき

ない仕事以外（授業準備や研究活動）

は、子どもの保育園への送り迎えの

時間や突発的な家庭の事情から、ほ

ぼ自宅で行わざるを得ない状況が続

いていました（現在もその状況に変

わりはありません）。正直なところ、

もしこれで「職務怠慢」との烙印を

押されたら、、、と少し不安に思いま

した。法人は、現時点では、大学教

員の勤務時間管理を課題として認識

しつつも、その労働・職務の特殊性

から、慎重に検討する必要があると

して、ペンディングしています（今

後の動向は注視したいところです）。 

以上の記事に関連して調べてみる

と、文部科学省が大学教員の研究活

動についての調査していました（「平

成 30 年度大学等におけるフルタイ

ム換算データに関する調査」）。この

調査の目的は、大学等における研究

者数を国際比較可能なフルタイム換

算値に補正するための係数を得ると
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ともに、大学等における研究者の活

動の実態を把握し、研究や教育等に

かける時間の利用実態を調査するこ

とだそうです。これによると、大学

教員の研究活動時間割合は年々減少

傾向にあり、2018 年度も前回調査時

（ 2013 年度）より 2.1 ポイント減少

して 32.9％でした。教育活動、社会

サービス活動（研究関連、教育関連）、

その他の職務活動（学内事務等）の

時間割合がすべて微増する一方、研

究活動時間割合が減少していました。

この調査は、大学等の事務局を通じ

て教員等に対して依頼状が交付され、

専用のウェブサイトで回答入力する

形で実施されていました。調査項目

を見ると、それぞれの活動時間につ

いては「平均的な 1 日の時間数」と

されており、必ずしも大学という場

で行われた活動時間だけを回答して

いるとは限らないようです。  

“勤務ではない研究”について、

皆さんはいかがお考えでしょうか。  

 

 

 

研究会・学会報告の他、留学記、課外活動報告などあらゆるジ

ャンルのご投稿をお待ちしております。  

また、いろんな特集も組んでいきたいと思っています。何本か

まとめてのご投稿も大歓迎ですので、ご提案がありましたら事務

局に申し出てください。形式はタイトル・名前・本文をつけ、1,500

字～ 2,000 字程度でお書きください。  

原稿は s-kyoken@st.ritsumei.ac.jp に送付してください。  

 

Ｚａｐｐｉｎｇ 
 原稿募集 

mailto:原稿はs-kyoken@st.ritsumei.ac.jp

